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鈴鹿市議会政務活動費の交付に関する内規 

 

１ 政務活動費の執行にあたっての原則 

 政務活動費の執行にあたっては、次の項目に留意の上、適正に取扱う。 

（１）調査研究その他の活動に資するために必要な経費であること。 

（２）合理性・必要性があること。 

（３）市民への説明責任が果たせるよう、支出に当たっては適正な手続きがなされ、書類

等が整備されていること。 

                              

２ 政務活動費の交付申請 

（１）無所属議員は、「無会派 〇〇〇〇」名で交付申請するものとする。ただし、この場 

合は、鈴鹿市議会政務活動費の交付に関する条例第２条に規定する所属議員が１人 

の「会派」とみなす。（※〇〇〇〇は議員名）  

 

３ 使途禁止  

（１）政務活動費は、次に掲げる使途にはあてることができない。 

・個人的なもの 

・党費その他政党活動に関する経費 

・選挙活動に要する経費 

・後援会活動に要する経費 

・慶弔等の交際的な経費 

・海外視察 

・研修会等に付随する交流会懇親会のみに参加する経費 

・支払い内容が領収書等で特定できないもの 

・会派の構成員や親戚等が経営する店、会社等との取引に関する経費 

・学生インターンシップの受入れにかかる経費 

※その他、判断しがたいものについては、その都度、経理責任者会議等で協議する。 

 

４ 視察、研修等 

（１）旅費 

① 旅費計算   

原則として、鈴鹿市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び鈴鹿市

職員の旅費に関する条例の規定を準用して計算する。計算（照合）は、議長に依頼

する。 
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【追記】 

ⅰ）タクシーの利用  

原則として、タクシーの利用は旅費で対応する。 

ただし、次の場合のみ認めるものとし、領収書に理由書（乗車区間及びタクシーを

使用せざるを得ない理由を明記し、会派長及び経理責任者が署名をしたもの）を添

付するものとする。 

・目的地まで公共交通機関がない場合 

・視察開始予定時刻に到着ができない場合（公共交通機関の遅れ等不測の事態 

の場合） 

・交通が不便な場合（公共交通機関があっても本数が少ない、公共交通機関の 

経路が遠回り等で時間的短縮が図れる場合等） 

     ・健康上又は身体上の理由から、タクシー利用がやむを得ないと認められる場 

合。 

ⅱ）私有自動車の利用  

原則として、私有自動車の使用にかかる経費は政務活動費に充てることはできな

いが、市外への会派視察において、経済的に安価であれば私有自動車の使用を認め

る。その額は、鈴鹿市職員の旅費の支給に関する規則に準じて計算する。 

ⅲ）レンタカーの利用 

レンタカーについては、視察の行程、視察先の状況、健康上又は身体上の理由か 

ら、移動の効率性、安全性又は視察効果を踏まえ、次に掲げる事項を遵守した適切 

な範囲で利用を認める。 

 ・公共交通機関を利用した場合に比べ、著しく経済性が損なわれることがないこ 

と。 

 ・視察先近隣駅までの行程は、原則、公共交通機関を利用すること。 

 ・タクシーを利用する場合と同様、領収書に理由書を添付すること。 

ⅳ）宿泊費 

宿泊費については、領収書を添付の上、１泊につき別表①の額の宿泊費基準額を 

上限として実費精算とする。（ただし、食事代は除く） 

  Ⅴ）包括宿泊費 

 包括宿泊費については、領収書を添付の上、移動及び宿泊に対する一体の対価と 

して支払われる費用とし、規定による交通費の額及び別表①の額の宿泊費基準額 

の合計額を上限として実費精算とする。（ただし、食事代は除く） 

Ⅵ）宿泊手当 

１泊当たり２，４００円支給する。（食事無しの場合） 

「宿泊費」又は「包括宿泊費」に、朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当 

するものが含まれており、その詳細額が不明な場合は、３分の２に相当する額を 

支給する。 

また、「宿泊費」又は「包括宿泊費」に、朝食及び夕食に係る費用に相当する 
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ものが含まれており、その詳細額が不明な場合は、３分の１に相当する額を支給 

する。 

     なお、「宿泊費」又は「包括宿泊費」内の食事額が明確な場合は、その金額を 

「宿泊費」又は「包括宿泊費」から減額した上、宿泊手当は、減額なしとする。 

② 旅費の領収書等 

宿泊費、包括宿泊費、タクシー利用、レンタカー利用、航空機利用は領収書を添

付するものとする。また、上記以外のものは、旅費計算書をもって領収書とする。 

 

（２）キャンセル料 

キャンセル料は個人負担とする。ただし、次の理由により会派長が認める場合は、

その理由書を添付し政務活動費で負担できるものとする。 

・急な公務による場合 

・本人が病気及びけがにより取りやめる場合 

・家族の病気及びけがにより本人が世話をしなければならない場合 

・葬儀（親族等） 

・災害、感染症等が発生した場合 

・その他、社会通念上やむを得ない場合 

 

（３）視察、研修等依頼・報告 

①他市等への視察依頼は、議長に依頼する。（第１号様式） 

②視察後、資料・写真等を添え議長に視察報告書を提出するものとする。（第２号様式）

視察報告書の提出期限はおおむね１カ月以内とする。 

③都市問題会議等、他団体開催の研修会参加の場合も視察に準じた扱いとする。 

④要請、陳情活動についても視察に準じた扱いとする。 

⑤常任委員会の視察に、当該常任委員会の委員以外の議員が、政務活動費を使って同

行することは認めない。 

 

（４）オンライン視察、研修等依頼・報告 

①他市等への視察依頼は、議長に依頼する。（第１号様式） 

②オンライン視察後、資料・写真等（オンライン視察中の画面をコピーしたもの）を

添え、議長に視察報告書を提出するものとする。（第２号様式）視察報告書の提出期

限はおおむね１カ月以内とする。 

③オンライン視察を行う場所は、問わない。（例：自宅、会派室等） 

④オンライン研修会の参加の場合もオンライン視察に準じた扱いとする。ただし、研

修会参加への依頼は議長に行わず、研修への申込は各自で行うこと。（視察研修等依

頼書の提出不要） 

また、受講証明書等、研修を受講したことがわかる証明書を無料で取得できる場合

は、併せて添付する。（受講証明書等がある場合は写真の添付は不要） 
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（５）会派内個人視察、研修等 

①視察、研修等は、会派員全員の参加によるもの以外も実施できるものとする。 

その場合、会派での決定を要するものとする。 

 

（６）その他 

①会派視察及び研修等は、委員会視察の往来の基本に準ずる。 

②２月定例議会終了後の期間及び年度末から新年度にまたぐ期間の会派視察について

は控える。 

③同一年度内に、同一の自治体への会派視察は、可能な限り避けることとする。 

※鈴鹿市議会議長として先方に依頼をするもの。 

④視察先への手土産は政務活動費から充当できるものとする。この場合の支出科目は

調査研究費とする。 

 

５ 備品 

（１）基準 

①備品の基準は原則として金額で１０，０００円以上とする。（書籍及びパソコンソフ

トは除く。） 

 

（２）登録及び廃棄 

①備品を購入した際には備品台帳に登録し、備品シールを添付する。 

②備品を廃棄する場合は、廃棄する備品から備品シールをはがし、備品台帳から削除

するものとする。なお、廃棄する備品の処分は会派が行う。 

③備品の新規登録及び廃棄の際は会派備品登録・廃棄報告書（第５号様式）を作成し

議長に提出する。 

 

（３）管理 

①備品管理は、会派控室での保管を原則とし、恒常的な外部への持ち出しは認めない。

（デジカメ、ボイスレコーダー、電子手帳等についても、使用する際に持ち出した

後には、会派室に保管する。） 

②任期満了、会派解散等による備品の帰属については、原則として新たに結成された

会派等に引き継ぐこととする。なお、いずれの会派にも引き継がれない場合は議会

事務局に移管する。 

 

（４）その他 

①備品の耐用年数は市の基準に準ずる。（使用不能になるまで） 

②公費で全議員にタブレットを貸与することに伴い、令和４年度からデスクトップパ

ソコン等の情報通信端末の購入は認めない。 

③会派控室の設備等に準じた備品（例：加湿器等）の購入は認めない。ただし、事務 
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用品等の購入については、この限りでない。 

６ 経理処理及び支出 

（１）経理処理 

①経理に関する帳簿等は会派で管理する。 

②経理処理は、支払調書（第３号様式）によるものとする。 

③支払調書は経理責任者会議の際に随時議会事務局に提出し、会派担当者がチェック

を行った後返却する。 

 

（２）会計年度 

会計年度は４月１日から翌年３月３１日までとし、当該年度の支払いは、３月３１

日までに完了するものとする。 

ただし、コピー機のリース代のように３月３１日をもって使用枚数が確定され、翌

日以降に請求されるものは、４月１日以降の支払いであっても、収支報告書の提出に

間に合う場合は、旧年度の債務で取り扱うことができるものとする。（単なる支払い 

  の遅延は、認められないものとする。） 

 

（３）預金利息 

政務活動費を管理する通帳に発生した利息については、使途基準の範囲で年度内に

執行する。その場合は、支払調書等で使用履歴を明記する。（領収金額に対し累積利息

分を除く分を政務活動費から執行する等の記載） 

 

（４）クレジットカード等の使用 

クレジットカード等、支払時にポイント等が発生する支払い方法は原則として利用

しない。（クレジットカード等の使用以外の支払方法が無い場合は除く） 

なお、クレジットカード等使用した場合に発生したポイント等は、私的には使用し

ないものとする。 

 

（５）通信費 

公費で貸与したタブレットにかかる通信費については、２分の１を政務活動費で充

当するものとする。この場合の支出科目は事務費とする。 

 

（６）領収書等 

①支払調書に添付する領収書の宛名は会派名とし、具体的な品名又は内容を記載する。

また、領収書等で支払内容が分かりにくい場合は、支払内容の分かる書類等を添付

する。また、個人単位で参加した研修等の領収書の宛名に関しては、会派名及び個

人名を併記するものとする。 

②銀行振込、口座振替の場合は、支払の事実がわかる書類と請求書等内容のわかるも

のを添付する。 
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③会派ホームページの管理料については、個人的な内容と区別するため、委託内容等

を詳細に明記したものを添付するものとする。 

④会派広報誌を作成発行する場合は、支払調書に見本を添付し、領収書には単価及び

発行部数を明記するものとする。（新聞折り込み・郵送料の支出は可能） 

⑤書籍の購入に当たっては、書籍名を領収書に明記する。また、書籍は原則として会

派控室に保管するものとする。 

⑥会派が行う活動に必要な資料として情報公開請求を行った際の費用については、請

求した公文書の内容がわかるものを添付するものとする。 

 

７ 執行状況報告 

（１）各会派の代表者は、年度の中間（１０月）において、議長に対し政務活動費の執行

状況の報告を行うものとする。（第４号様式） 

 

８ 情報公開 

（１）政務活動費収支報告書等（会派別の収支報告書、会計帳簿、支払調書、領収書等の

写し及び視察研修等報告書等）を、市役所情報公開コーナーで常設公開し、市議会ウ

エブサイトに掲載する。 

なお、個人情報の部分については黒塗りする。 

 

９ 経理責任者会議 

（１）政務活動費執行に当たっての問題点等の協議及び各種届出書、報告書等のチェック

を行うため、全員協議会終了後、経理責任者会議を開くものとし、議長が招集する。 

（２）３月は各派代表者を含めた拡大会議とする。また、改選後初の会議についても拡大

会議とする。 

 

１０ その他 

（１）会派又は諸派の代表者は、経理責任者を兼ねることはできないものとする。（ただし、

無所属議員は除く） 
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（平成 13年 3月 26日制定） 

（平成 16年 3月 23日一部改正） 

（平成 18年 8月 10日一部改正） 

（平成 23年 3月 23日各派代表者会議改正） 

（平成 25年 3月 25日各派代表者会議改正） 

（平成 31年 3月 18日各派代表者会議改正） 

（令和3年3月18日各派代表者会議改正） 

（令和 4年 4月 8日各派代表者会議改正） 

（令和6年6月17日各派代表者会議改正） 

（令和 7年 4月 8日各派代表者会議改正） 

（令和7年6月26日各派代表者会議改正） 

（令和 7年 8月 8日各派代表者会議改正） 

（令和 7年 12月 17日各派代表者会議改正） 

（令和8年5月11日各派代表者会議改正） 
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第１号様式 

年  月  日  

 

 鈴鹿市議会議長 

             様 

 

                        会派名 

                        代表者名 

 

 

視察研修等依頼書 

 

 視察研修を下記のとおり実施しますので、視察先への依頼等をお願いいたします。 

 

記 

 

１ 実施日           年  月  日から  月  日 

 

２ 参加者氏名       

 

３ 視察先及び事項    
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第２号様式 

                               年  月  日  

 

 鈴鹿市議会議長 

               様 

 

                        会派名   

 

                        代表者名  

 

 

視察研修等報告書 

 

 下記のとおり実施いたしましたので報告いたします。 

 

記 

 

１ 実施日            年  月  日から  月  日 

 

２ 参加者氏名       

 

３ 視察先及び事項    

 

            

４ 目的・内容 

 

 

 

５ 成果・所感 
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第３号様式 

 

支  払  調  書 

 

科    目 

品名又は用件 

金    額 

支 払 先 

 

 

 

 

 

      年  月  日 

経理責任者                      

 

支払確認(会派代表者)                 

 

 

 

 

 

裏面に領収書添付   
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第４号様式 

                              年  月  日  

 

 鈴鹿市議会議長 

               様 

 

                        会派名   

 

                        代表者名  

 

   年度政務活動費執行状況報告書 

 

   月  日現在の政務活動費の執行状況を下記のとおり報告いたします。 

 

記 

 

１ 収入      

    政務活動費          円 

 

２ 支出  

（単位：円） 

科   目 金   額 備   考 

調査研究費   

研 修 費   

広 報 費   

広 聴 費   

要請・陳情活動費   

会 議 費   

資料作成費   

資料購入費   

人 件 費   

事 務 費   

合   計   

 

３ 未執行額          円 

 

※ 添付書類 会計帳簿の写し 
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第５号様式 

 

会派備品（登録・廃棄）報告書 

                 

                                 年 月 日 

 鈴鹿市議会議長 

            様 

        

                   会 派 名  

                     代表者名               

  

下記のとおり、備品を（登録・廃棄）しましたので報告します。                     

 

備

品

番

号 

品 目 

（詳細に記入） 
型 番 購入金額 

取得 

年月日 
購入先 

廃棄理由 

（廃棄処分日） 
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別表①（４視察、研修（1）旅費①旅費計算Ⅳ宿泊費関係） 

区分 
宿泊費基準額 

（１夜につき） 

北海道 18,000円 

青森県 15,000円 

岩手県 13,000円 

宮城県 14,000円 

秋田県 15,000円 

山形県 14,000円 

福島県 11,000円 

茨城県 15,000円 

栃木県 14,000円 

群馬県 14,000円 

埼玉県 27,000円 

千葉県 24,000円 

東京都 27,000円 

神奈川県 22,000円 

新潟県 22,000円 

富山県 15,000円 

石川県 13,000円 

福井県 14,000円 

山梨県 17,000円 

長野県 15,000円 

岐阜県 18,000円 

静岡県 13,000円 

愛知県 15,000円 

三重県 13,000円 

滋賀県 15,000円 

京都府 27,000円 

大阪府 18,000円 

兵庫県 17,000円 

奈良県 15,000円 

和歌山県 15,000円 

鳥取県 11,000円 

島根県 13,000円 

岡山県 14,000円 

広島県 18,000円 
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区分 
宿泊費基準額 

（１夜につき） 

山口県 11,000円 

徳島県 14,000円 

香川県 21,000円 

愛媛県 14,000円 

高知県 15,000円 

福岡県 25,000円 

佐賀県 15,000円 

長崎県 15,000円 

熊本県 20,000円 

大分県 15,000円 

宮崎県 17,000円 

鹿児島県 17,000円 

沖縄県 15,000円 

 


